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コンマー／ＣＯＮＭＥＲ商標登録無効審決取消請求事件：知財高裁平

19(行ケ)10391・平成 20 年 6 月 26 日（3 部）判決〈認容→審決取消〉〔特

許ニュース№12369〕 

 

 

 

 

 

〔事  実〕 

 原告Ｔ社は，別紙のとおりの構成で，「コンマー」及び「ＣＯＮＭＥＲ」の

文字を上下二段に横書きしてなり，商品の区分を第２６類，指定商品を「ボタ

ン類」とする登録第４７５０１１５号商標（平成１５年６月３０日登録出願，

平成１６年２月２０日登録。以下「本件商標」という。）の商標権者である１）。 

 被告は，平成１８年１２月２７日，本件商標の登録を無効とすることを求め

て審判請求（無効２００６－８９１８０号事件）をした。 

 特許庁は，平成１９年１０月１２日，「登録第４７５０１１５号の登録を無

効とする。」との審決（以下「審決」という。）をし，１０月２４日，その謄本

を原告に送達した。 

 審決の理由は，要するに，原告は，「ＣＯＮＭＡＲ」との文字からなる米国

商標が被告の商標であることを知りながら，「ＣＯＮＭＡＲ」との文字からな

る商標が日本において商標登録されていないことを奇貨として，被告に無断で

剽窃的に，スライドファスナーを含む「ボタン類」を指定商品として本件商標

を出願し，登録を受け，ひいては被告の日本国内への参入を阻止しているもの

であり，本件商標の登録を認めることは，公正な取引秩序を乱し，社会一般の

道徳観念ないしは国際信義に反し，公の秩序を害するものであるから，本件商

標は商標法４条１項７号に該当すると判断したものである。 

 

〔判  断〕 

１ 法４条１項７号に該当するとした審決の認定，判断の当否 

 被告は，法４条１項７号，１０号，１５号，１９号に該当することを理由と

して，本件商標の無効審判請求をした。これに対して，審決は，本件商標が法

４条１項７号に該当する商標について登録されたものであるから，法４６条１

項の無効理由が存在すると判断した。すなわち，審決は，原告が，「ＣＯＮＭ

ＡＲ」との文字からなる米国商標が被告の商標であることを認識していたにも

かかわらず，「ＣＯＮＭＡＲ」との文字からなる商標が日本において商標登録

されていないことを奇貨として，被告に無断で剽窃的に，スライドファスナー

を含む「ボタン類」を指定商品として本件商標を出願し，登録を受け，ひいて
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は被告の日本国内への参入を阻止しているものであり，そうすると，本件商標

の登録を認めることは，公正な取引秩序を乱し，社会一般の道徳観念ないしは

国際信義に反し，公の秩序を害するものであるから，本件商標は法４条１項７

号に該当すると判断した。 

 しかし，当裁判所は，審決が認定した事実の下において，少なくとも法４条

１項７号に該当するとした点には誤りがあり，審決は取り消すべきものと判断

する。 

 以下，この点について述べる。 

(1) 法４条１項７号について 

 商標法は，「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」について

商標登録を受けることができず，また，無効理由に該当する旨定めている（法

４条１項７号，４６条１項１号）。法４条１項７号は，本来，商標を構成する

「文字，図形，記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色

彩との結合」（標章）それ自体が公の秩序又は善良な風俗に反するような場合

に，そのような商標について，登録商標による権利を付与しないことを目的と

して設けられた規定である（商標の構成に着目した公序良俗違反）。 

 ところで，法４条１項７号は，上記のような場合ばかりではなく，商標登録

を受けるべきでない者からされた登録出願についても，商標保護を目的とする

商標法の精神にもとり，商品流通社会の秩序を害し，公の秩序又は善良な風俗

に反することになるから，そのような者から出願された商標について，登録に

よる権利を付与しないことを目的として適用される例がなくはない（主体に着

目した公序良俗違反）。 

 確かに，例えば，外国等で周知著名となった商標等について，その商標の付

された商品の主体とはおよそ関係のない第三者が，日本において，無断で商標

登録をしたような場合，又は，誰でも自由に使用できる公有ともいうべき状態

になっており，特定の者に独占させることが好ましくない商標等について，特

定の者が商標登録したような場合に，その出願経緯等の事情いかんによっては，

社会通念に照らして著しく妥当性を欠き，国家・社会の利益，すなわち公益を

害すると評価し得る場合が全く存在しないとはいえない。 

 しかし，商標法は，出願人からされた商標登録出願について，当該商標につ

いて特定の権利利益を有する者との関係ごとに，類型を分けて，商標登録を受

けることができない要件を，法４条各号で個別的具体的に定めているから，こ

のことに照らすならば，当該出願が商標登録を受けるべきでない者からされた

か否かについては，特段の事情がない限り，当該各号の該当性の有無によって

判断されるべきであるといえる。すなわち，商標法は，商標登録を受けること

ができない商標について，同項８号で「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名
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称若しくは著名な雅号，芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む

商標（その他人の承諾を得ているものを除く。）」と規定し，同項１０号で「他

人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識

されている商標・・・」と規定し，同項１５号で「他人の業務に係る商品又は

役務と混同を生ずるおそれがある商標・・・」と規定し，同項１９号で「他人

の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需

要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって，不正の目

的・・・をもって使用をするもの・・・」と規定している。商標法のこのよう

な構造を前提とするならば，少なくとも，これらの条項（上記の法４条１項８

号，１０号，１５号，１９号）の該当性の有無と密接不可分とされる事情につ

いては，専ら，当該条項の該当性の有無によって判断すべきであるといえる。 

 また，当該出願人が本来商標登録を受けるべき者であるか否かを判断するに

際して，先願主義を採用している日本の商標法の制度趣旨や，国際調和や不正

目的に基づく商標出願を排除する目的で設けられた法４条１項１９号の趣旨に

照らすならば，それらの趣旨から離れて，法４条１項７号の「公の秩序又は善

良の風俗を害するおそれ」を私的領域にまで拡大解釈することによって商標登

録出願を排除することは，商標登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定

性を著しく損なうことになるので，特段の事情のある例外的な場合を除くほか，

許されないというべきである。 

 そして，特段の事情があるか否かの判断に当たっても，出願人と，本来商標

登録を受けるべきと主張する者（例えば，出願された商標と同一の商標を既に

外国で使用している外国法人など）との関係を検討して，例えば，本来商標登

録を受けるべきであると主張する者が，自らすみやかに出願することが可能で

あったにもかかわらず，出願を怠っていたような場合や，契約等によって他者

からの登録出願について適切な措置を採ることができたにもかかわらず，適切

な措置を怠っていたような場合（例えば，外国法人が，あらかじめ日本のライ

センシーとの契約において，ライセンシーが自ら商標登録出願をしないことや，

ライセンシーが商標登録出願して登録を得た場合にその登録された商標の商標

権の譲渡を受けることを約するなどの措置を採ることができたにもかかわらず，

そのような措置を怠っていたような場合）は，出願人と本来商標登録を受ける

べきと主張する者との間の商標権の帰属等をめぐる問題は，あくまでも，当事

者同士の私的な問題として解決すべきであるから，そのような場合にまで，

「公の秩序や善良な風俗を害する」特段の事情がある例外的な場合と解するの

は妥当でない。 

 以下，上記の観点から，審決を検討する。 

(2) 審決の理由について 
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 ア 審決の事実認定及び判断の内容 

  審決の事実認定及び判断の内容は，次のとおりである。 

 (ア) 「ＣＯＮＭＡＲ」の文字からなる米国商標は，もともとは米国のコン

マー社が，その製造販売するファスナーに使用していたものであり，コ

ンマー社のファスナーは，第二次世界大戦以降，米軍用フライトジャケ

ットに多く採用され，１９５０年，６０年代においては，米軍用フライ

トジャケットのファスナーにおいて大きなシェアを占めていた。その後

コンマー社は廃業し，「ＣＯＮＭＡＲ」の文字からなる米国商標は，ス

コービル社に承継された。 

    被告は，昭和１１年に米国で設立されたファスナーの製造会社であり，

当該分野で世界第２位の規模を有しており，９か国に営業所を有してい

る。被告は，平成８年にスコービル社を吸収合併し，その際にスコービ

ル社から「ＣＯＮＭＡＲ」の文字からなる米国商標を承継したが，同米

国商標は，同年３月失効した。その後，被告は，「ＣＯＮＭＡＲ」の文

字からなる米国商標を，ファスナーについて取得した。 

    米国及び日本にはフライトジャケットの愛好者がおり，専門業者や専

門誌が存在し，古着の米軍用フライトジャケットや米軍用フライトジャ

ケットを復刻したものなどが取引されている。ファスナーは，フライト

ジャケットの製造年代やモデルを識別するための重要な手がかりとなる

ため，フライトジャケットの取引に当たっては，ファスナーのブランド

を明記する場合が多い。 

 (イ) リアルマッコイズ社は，服飾類の販売等を目的とする株式会社であり，

平成１４年に解散しているが，その本店所在地は，原告の従前の本店所

在地と同一であり，原告の代表取締役であるＡ，原告の取締役であった

Ｂは，いずれもリアルマッコイズ社の取締役，代表取締役であったこと

がある。 

    リアルマッコイズ社は，平成４年末から平成７年末にかけてスコービ

ル社との間で，「ＣＯＮＭＡＲ」との表示を付したファスナーの製造委

託について交渉した。被告は，平成１０年から平成１２年にかけて，リ

アルマッコイズ社との間で，「ＣＯＮＭＡＲ」との表示を付したファス

ナーについて商談を行い，「ＣＯＮＭＡＲ」との表示を付したファスナ

ーをリアルマッコイズ社に供給した。 

 (ウ) 上記の事実によれば，「ＣＯＮＭＡＲ」の文字からなる米国商標は，

本件商標の登録出願時である平成１５年６月の時点において，既に米国

のみならず日本においても，フライトジャケットの分野においてある程

度知られた存在になっていた。そうすると，リアルマッコイズ社がスコ
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ービル社との間で，「ＣＯＮＭＡＲ」との表示を付したファスナーの製

造委託について交渉し，更にその後被告と商談を行い，被告から「ＣＯ

ＮＭＡＲ」との表示を付したファスナーの供給を受けたのは，「ＣＯＮ

ＭＡＲ」の文字からなる米国商標が付されたファスナーが存在すること

及び同米国商標が被告に帰属することを知っていたためと推認される。 

    原告は，リアルマッコイズ社を原告の前身会社として自認しており，

原告とリアルマッコイズ社が本店所在地，役員において共通しているこ

とから，原告とリアルマッコイズ社は実質的に同一といい得るのであっ

て，リアルマッコイズ社が「ＣＯＮＭＡＲ」の文字からなる米国商標が

付されたファスナーの存在及び同米国商標の被告への帰属を知っていた

ことからすると，原告もこれらを知っていた。 

 (エ) 以上を総合すると，原告は，「ＣＯＮＭＡＲ」との文字からなる米国

商標が被告の商標であることを認識しながら，「ＣＯＮＭＡＲ」との文

字からなる商標が日本において商標登録されていないことを奇貨として，

被告に無断で剽窃的に，スライドファスナーを含む「ボタン類」を指定

商品として本件商標を出願し，登録を受け，ひいては被告の日本国内へ

の参入を阻止しているものであり，そうすると，本件商標の登録を認め

ることは，公正な取引秩序を乱し，社会一般の道徳観念ないしは国際信

義に反し，公の秩序を害するものであるから，本件商標は法４条１項７

号に該当する。 

 イ 審決の認定，判断の当否 

  しかし，本件商標が法４条１項７号に該当するとした審決の判断には，以

下のとおり，誤りがあると解する。 

  すなわち，確かに，リアルマッコイズ社は，平成４年末から平成７年末に

かけてスコービル社との間で，「ＣＯＮＭＡＲ」との表示を付したファスナ

ーの製造委託について交渉したこと，そして，リアルマッコイズ社は，平成

１０年から平成１２年にかけて，被告から「ＣＯＮＭＡＲ」との表示を付し

たファスナーの供給を受けたことから，リアルマッコイズ社は，「ＣＯＮＭ

ＡＲ」との米国商標が被告に帰属したとの事実を認識していたと推認される

事情があったと解される。 

  しかし，①原告と被告との間の紛争は，本来，当事者間における契約や交

渉等によって解決，調整が図られるべき事項であって，一般国民に影響を与

える公益とは，関係のない事項であること，②本件のような私人間の紛争に

ついては，正に法４条１項１９号が規定する「他人の業務に係る商品又は役

務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識さ

れている商標と同一又は類似の商標であって，不正の目的・・・をもって使
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用をするもの・・・」との要件への該当性の有無によって判断されるべきで

あること，③被告が米国において有している商標権は，あくまでも私権であ

り，被告がそのような権利を有したからといって，原告が，日本において，

同商標と類似又は同一の商標に係る出願行為をすることが，当然に「公の秩

序又は善良な風俗を害する」という公益に反する事情に該当するものとは解

されないこと，④被告は，スコービル社から承継した「ＣＯＮＭＡＲ」との

文字からなる米国商標（第３２４６８９号）に係る商標権については，平成

８年３月，更新せずに消滅させており，また，ファスナーについて「ＣＯＮ

ＭＡＲ」との文字からなる米国商標の登録を平成１３年１２月に受けた者か

ら，同米国商標に係る商標権の譲渡を受けているなどの事情があり，その子

細は必ずしも明らかでないこと，⑤審決において，原告が本件商標の登録を

受けたことは認定されているが，それを超えて原告が被告の日本国内への参

入を阻止していることを基礎づける具体的な事実は，何ら認定されていない

こと，⑥原告の本件商標の出願は，後記認定のとおり，法４条１項１９号に

該当するのみならず，同項１０号，１５号にも該当する事由が存在するとい

えること等を総合すると，本件について，原告の出願に係る本件商標が「公

の秩序又は善良な風俗を害する」とした審決の判断には，誤りがあるという

べきである。 

  したがって，本件商標に法４条１項７号所定の無効事由があるとした審決

は取り消すべきものと判断する。 

 

２ 付加的判断 

 当裁判所は，被告が，法４条１項７号，１０号，１５号，１９号に該当する

ことを理由として，本件商標の無効審判請求をしたのに対し，審決が法４条１

項７号に該当するとの判断をした点において，誤りがあると解するものである

が，本件紛争のすみやかな解決に資するため，以下のとおり付加して判断を示

すこととする。 

(1) 事実認定 

 ア「ＣＯＮＭＡＲ」との表示の由来と周知性 

 (ア) コンマー社による米国商標の登録 

   甲２３（原告が特許庁審査官に対して平成１６年３月３日に提出した意

見書）のうちの添付資料及び弁論の全趣旨によれば，「ＣＯＮＭＡＲ」の

文字からなる米国商標（第３２４６８９号）は，もともとは米国のコンマ

ー社が，その製造販売するファスナーに使用していたものであり，昭和１

０年５月２８日に登録されたことが認められる。乙６によれば，上記米国

商標は，昭和５０年５月２８日に第２回更新が行われたことが認められる。 
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 (イ) インターネットにおけるコンマー社製ファスナーの紹介等 

  ａ 甲１０は，平成１８年８月２４日ころインターネットに掲載されてい

たＭＡＳＨ－ＪＡＰＡＮ作成のコンマー社のファスナーの紹介記事であ

り，「ＷＷⅡ時，軍用ファスナーにおけるＴＡＬＯＮのシェアを仮に５

０％とすると後の５０％をＣＯＮＭＡＲとＣＲＯＷＮが二分した感があ

る。ＷＷⅡ時のシェアにおいてＴＡＬＯＮに遅れを取ったＣＯＮＭＡＲ

ではあったが，５０年代，６０年代のＡＦフライトジャケットに関して

は，このメーカーのブラックフィニッシュ・ファスナーが多用され，多

くのフライトジャケットファンには馴染み深いメーカーである。」と記

載されており，コンマー社の５種類のファスナーの写真が掲載されてい

る。 

  ｂ 甲１１は，平成１８年８月２４日ころインターネットに掲載されてい

た有限会社レッドクラウド作成のファスナーの紹介記事であり，米国の

ファスナーの各製造メーカーについて説明が記載されており，各メーカ

ーのファスナーの引き手の写真が多数掲載されている。このうち，「Ｃ

ＯＮＭＡＲ」については，１９３０年代後半よりＡ－２などフライトジ

ャケットに多く採用され，１９５０から１９６０年代頃には約７０％も

のシェアを誇っていた旨が記載されている。 

  ｃ 甲１３は，平成１６年８月１６日ころインターネットに掲載されてい

たゴールドラッシュ作成の古着の米軍用フライトジャケットの販売記事

であり，販売対象とされている各フライトジャケットについて，写真，

商品名，サイズ，状態とコメント，価格が記載されており，状態とコメ

ントの欄に，ファスナーのメーカーが記載されているものが多く，コン

マー社製のファスナーを使用したものも相当数掲載されている。 

  ｄ 甲１４は，平成１８年８月２４日ころインターネットに掲載されてい

たＦ．Ｊ．ＶＥＣＫ作成のフライトジャケットの紹介記事であり，リア

ルマッコイズ社が米軍用フライトジャケットを復刻した製品が紹介され

ており，その中に，「フロントジッパーは合衆国連邦規格ＶＦ－１０６

に合格した大型のコンマージッパー」とあり，コンマー社のファスナー

を使用していることが掲載されている。 

  ｅ 甲１５は，平成１６年８月１７日ころインターネットに掲載されてい

たウォルフローブ作成の古着の米軍用フライトジャケットの販売記事で

あり，販売対象とされている各フライトジャケットについて，商品名，

製造年，サイズ，状態，価格の他，使用されているファスナーの製造会

社が記載されており，コンマー社製のファスナーを使用したものも相当

数掲載されている。 
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  ｆ 甲１６は，平成１８年８月２４日ころインターネットに掲載されてい

たＳｈｉｎｊｉ Ｎｏｋｉ作成のフライトジャケットの紹介記事であり，

リアルマッコイズ社が米軍用フライトジャケットを復刻した製品が紹介

されており，その中に，「そして忘れてはならないのが，黄金色に光る

ＣＯＮＭＡＲジッパー」とあり，コンマー社のファスナーを使用してい

ることが掲載されている。 

  ｇ 甲１７は，平成１６年８月１７日ころインターネットに掲載されてい

たジーンズのズボンの紹介記事であり，コンマー社のファスナーを使用

していることが掲載されている。 

  ｈ 甲１８は，平成１８年８月２４日ころインターネットに掲載されてい

た，リアルマッコイズ社が販売しているフライトジャケットの一覧表で

あり，各商品について，品名，材質，色などの他，ファスナーのメーカ

ーが記載されており，コンマー社製のファスナーを使用したものも相当

数掲載されている。 

  ｉ 甲１９は，平成１８年８月２４日ころインターネットに掲載されてい

たＭＡＳＨ－ＪＡＰＡＮ作成のコンマー社のファスナーの紹介記事であ

り，第二次世界大戦から１９６０年代にかけての時期に製造されたとさ

れる８種類のコンマー社製のファスナーについて，その写真とともに，

品名，基本長さ，価格などが掲載されている。 

  ｊ 甲２０は，平成１８年８月２４日ころインターネットに掲載されてい

たＩＺＵＭＩＹＡ作成の補修部品（Ｒｅｐａｉｒ ｐａｒｔｓ）として

のファスナーの紹介記事であり，取り扱っているファスナーのメーカー

として，ＴＡＬＯＮ，ＣＲＯＷＮ，ＧＲＩＰＰＥＲ，ＹＫＫ，ＷＡＬＤ

ＥＳ，ＯＲＩＧＩＮＡＬなどの他，ＣＯＮＭＡＲが記載されている。 

 (ウ) コンマー社製ファスナーの写真 

   甲９（コンマー社製ファスナーの写真）によれば，コンマー社製のファ

スナーの中には，引き手に「ＣＯＮＭＡＲ」との表示を付したものがあっ

たことが認められる。 

 (エ) フライトジャケットのカタログ 

   甲１２は，成美堂出版が平成８年１２月及び平成１０年１２月に発行し

た「フライトジャケットカタログ」と題するカタログ（単行本，ソフトカ

バー）の表紙の写しである。 

   平成８年１２月発行のカタログの表紙には，題名の他，「定番モデルか

ら超最新作までメーカー別に一挙大公開！！」と記載され，メーカー等の

表示として「ＡＶＩＲＥＸ／ＡＬＰＨＡ／ＥＶＩＳ／Ｃ．Ａ．Ｂ／Ｃ．Ｃ．

ＭＡＳＴＥＲＳ／ＮＡＫＡＴＡ ＳＨＯＴＥＮ／ＢＵＺＺ ＲＩＣＫＳＯ
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Ｎ’Ｓ／ＴＨＥ ＲＥＡＬ ＭｃＣＯＹ’Ｓ／ＭＡＳＨ」と記載されてい

る。また，「ＩＮＴＥＲＶＩＥＷ」，「魅力を語る！」という見出しの下に，

「バックペイント・アーティスト（ザ・リアルマッコイズ）・・・」と記

載されている。 

   平成１０年１２月発行のカタログの表紙には，題名の他，「“ＦＬＩＧＨ

Ｔ ＪＡＣＫＥＴ ＯＦ ＴＨＥ ＹＥＡＲ”」，「’９９シーズンのトピ

ックス」と記載され，メーカー等の表示として「ＴＯＹＯ ＥＮＴＥＲＰ

ＲＩＳＥ／ＴＨＥ ＲＥＡＬ ＭｃＣＯＹ’Ｓ／Ｐｈｅｒｒｏｗ’ｓ／Ａ

ＶＩＲＥＸ ＵＳＡ／ＮＡＫＡＴＡ ＳＨＯＴＥＮ」と記載されている。 

   上記の「ＴＨＥ ＲＥＡＬ ＭｃＣＯＹ’Ｓ」，「ザ・リアルマッコイ

ズ」とは，リアルマッコイズ社を指すものと推認される。 

 (オ) 「ＣＯＮＭＡＲ」との表示の由来と周知性 

  ａ 以上によれば，①コンマー社のファスナーは，第二次世界大戦以降，

米軍用フライトジャケットやジーンズに使用され，１９５０年代，６０

年代には，一説によれば米軍用フライトジャケットのファスナーについ

て約７０％のシェアを有していたといわれるほど多く使用されていたこ

と，②遅くとも「フライトジャケットカタログ」と題するカタログ（甲

１２）が発行された平成８年ころまでには，日本において，フライトジ

ャケットについて，愛好家等による市場が成立し，古着の米軍用フライ

トジャケットや米軍用フライトジャケットを復刻したものの取引が行わ

れ，それらの取引業者が複数存在したこと，③日本においても市場が成

立していたことからして，米軍用フライトジャケットが製造，使用され

た本国ともいうべき米国においても，平成８年より前にフライトジャケ

ットについて愛好家等による市場が成立していたこと，④フライトジャ

ケットについて，ファスナーは注目される部分の一つであり，フライト

ジャケットの取引において，どのメーカーのファスナーが使用されてい

るかを明示することが多いこと，⑤補修部品等としてファスナーだけの

取引も行われていること，⑥コンマー社製のファスナーの中には，引き

手に「ＣＯＮＭＡＲ」との表示を付したものがあったこと，⑦遅くとも

日本においてフライトジャケットの市場が成立していた平成８年ころか

ら現在に至るまで，「ＣＯＮＭＡＲ」との表示は，コンマー社及びその

ファスナーに関する事業を引き継いだ者のファスナーを表示するものと

して，日本国内及び米国において，それらのファスナーの需要者である

フライトジャケットの取引業者や愛好家等の間で広く知られていること

が認められる。 

  ｂ 原告は，日本においては，リアルマッコイズ社が「ＣＯＮＭＡＲ」と
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の表示が付されたファスナーを製造販売するまでは，ファスナー自体が

注目されることはなく，「ＣＯＮＭＡＲ」との文字からなる米国商標は

全く知られておらず，日本において米軍用フライトジャケットの復刻版

の市場を作ったのはリアルマッコイズ社であった旨主張する。 

    確かに，甲１２のカタログ表紙の記載や後記乙１５の記載からすると，

リアルマッコイズ社及び原告は，日本のフライトジャケットの主立った

業者に含まれ，市場形成に寄与しており，リアルマッコイズ社及び原告

の営業活動を通じて日本における「ＣＯＮＭＡＲ」との表示の周知性が

高まった面のあることは認められる。しかし，そうであるとしても，そ

れによって，「ＣＯＮＭＡＲ」との表示がコンマー社及びそのファスナ

ーに関する事業を引き継いだ者のファスナーを表示するものとして広く

知られていたことが否定されるものではない。 

 イ コンマー社の廃業とスコービル社による承継 

  甲２２，甲２３のうちの添付資料及び弁論の全趣旨によれば，コンマー社

は廃業し，その事業及び商標権をスコービル社が承継したこと，そのため，

「ＣＯＮＭＡＲ」との文字からなる米国商標（第３２４６８９号）に係る商

標権もスコービル社が承継したことが認められる。 

 ウ 被告によるスコービル社からの商標，事業等の承継 

 (ア) スコービル社と被告の間の資産譲渡契約 

  ａ 乙４は，平成８年２月２２日付けのスコービル社と被告との間におけ

る資産買取に関する契約の契約書であり，弁論の全趣旨によれば，この

契約書は，同日に米国ジョージア州法を準拠法として効力が生じたこと

が認められる（以下，この契約を「資産譲渡契約」という。）。 

  ｂ 乙４には，次のとおり記載されている。 

    「１．定義」の項には，「“営業”は，ジッパー及びジッパー関連商品

の製造に関する売主の営業を意味する。」と記載されている（ジッパー

とは，スライドファスナーの意味である。）。 

    「２．１資産売買」のうちの「２．１．２」の項の本文には，「以下

に販売される資産は，売主によって所有されていた資産及び権利の全て

であり，営業上使用されていたものである。限定的な意味ではないが，

以下を含んでいる。」と規定され，「２．１．２」のうちの（ｈ）の項に

は，売買の対象となる知的財産権として，「営業上使用された全ての無

体財産権及びこの無体財産権に関連した業務上の信用」，「業務上独占的

に用いられていた全ての・・・商標・・・」，「国内外で登録又は未登録

の全ての登録及び出願」，「及び全ての商標及び特許，より特筆すると，

添付Ｆ－１に示されているものを含む。そして，添付Ｆ－２に示された
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追加商標については，売主は全ての商標が購買者の名義となるよう移転

手続を行うことに完全に協力する。」と記載されている。 

    そして，乙４の添付Ｆ－２には，カナダで登録された「ＣＯＮＭＡ

Ｒ」との文字からなる商標が記載されている。 

 (イ) 被告のカタログの記載 

   甲５（被告のカタログ）によれば，被告は，昭和１１年に米国で設立さ

れたスライドファスナーの製造会社であり，当該分野で世界第２位の規模

を有しており，９か国に営業所を有することが認められる。 

   甲５には，被告が平成８年にスコービル社から，「Ｓｃｏｖｉｌｌ」の

表示を付したファスナーの事業及び「Ｃｏｎｍａｒ」の表示を付したファ

スナーの事業を取得した旨記載されている。 

 (ウ) インターネット上の新聞記事 

   乙４の３（インターネット上の新聞記事）によれば，被告がスコービル

社からファスナーに関する事業を買い受けたこと，その買受けは，「ＧＲ

ＩＰＰＥＲ」や「ＣＯＮＭＡＲ」の商標を使用して製造されてきたファス

ナーの機械設備を含むことなどが，インターネット上の新聞記事において

公開されたことが認められる。 

 (エ) 被告によるスコービル社からの商標及び事業の承継 

   前記イのとおり，スコービル社は，「ＣＯＮＭＡＲ」との文字からなる

米国商標に係る商標権をコンマー社から承継したこと，後記オ(ア)のとお

り，スコービル社は，平成５年から平成７年にかけて「ＣＯＮＭＡＲ」と

の表示を付したファスナーを製造してリアルマッコイズ社に販売し，「Ｃ

ＯＮＭＡＲ」との文字からなる米国商標を使用していたといえることから

すれば，資産譲渡契約を締結した当時，スコービル社は，「ＣＯＮＭＡ

Ｒ」との文字からなる米国商標に係る商標権を有していたものと認められ

る。 

   そして，前記(ア)の資産譲渡契約の文言，前記(イ)の被告のカタログ，

新聞記事の記載を考慮し，後記オ(イ)のとおり，被告が平成１０年から平

成１２年にかけてリアルマッコイズ社と「ＣＯＮＭＡＲ」との表示を付し

たファスナーの取引を行っており，後記カのとおり，被告が，平成１４年

から平成１６年にかけて，中国の企業に「ＣＯＮＭＡＲ」との表示を付し

たファスナーを販売していたことをも考慮すると，被告は，資産譲渡契約

に基づき，スコービル社から，ファスナーに関する事業（「ＣＯＮＭＡ

Ｒ」との文字からなる米国商標（第３２４６８９号）を使用する事業を含

む），及び「ＣＯＮＭＡＲ」との文字からなる米国商標（第３２４６８９

号）に係る商標権を承継したものと認められる。 
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 (オ) 米国商標に係る商標権の消滅等 

  ａ 甲２２，甲２３のうちの添付資料，乙６及び弁論の全趣旨によれば，

被告がスコービル社から承継した「ＣＯＮＭＡＲ」との文字からなる米

国商標（第３２４６８９号）に係る商標権は，平成８年３月４日，更新

されずに消滅したことが認められる。 

    甲６（米国特許商標庁の公開商標公報）によれば，Ｃは，平成１３年

１２月１８日，ファスナーについて「ＣＯＮＭＡＲ」との文字からなる

米国商標（第２５２００５５号）の登録を受け，被告は，この商標に係

る商標権の譲渡を受けたことが認められる。 

    乙１２（米国特許商標庁の登録原簿）によれば，被告は，平成１７年

３月２２日，スライドファスナーについて「ＣＯＮＭＡＲ」との文字か

らなる米国商標（第２９３５０３２号）の登録を受けたことが認められ

る。 

    このように，被告が現在有する「ＣＯＮＭＡＲ」との文字からなる米

国商標（第２５２００５５号，第２９３５０３２号）に係る商標権は，

コンマー社からスコービル社を経て承継されたものそれ自体ではなく，

被告がＣから譲渡を受け，又は被告が新たに登録を受けたものである。 

  ｂ しかし，後記オ(ア)のとおり，スコービル社は平成５年から平成７年

にかけてリアルマッコイズ社と「ＣＯＮＭＡＲ」との表示を付したファ

スナーの取引を行っており，後記オ(イ)のとおり，被告は平成１０年か

ら平成１２年にかけてリアルマッコイズ社と「ＣＯＮＭＡＲ」との表示

を付したファスナーの取引を行っていた。また，後記カのとおり，被告

は，平成１４年から平成１６年にかけて，中国の企業に「ＣＯＮＭＡ

Ｒ」との表示を付したファスナーを販売していた。 

    したがって，被告がスコービル社から承継した米国商標（第３２４６

８９号）に係る商標権が消滅し，被告が新たに「ＣＯＮＭＡＲ」との文

字からなる米国商標（第２５２００５５号，第２９３５０３２号）の譲

渡，登録を受けたものであることを考慮しても，スコービル社と被告の

間の資産譲渡契約が締結された平成８年から現在に至るまで，ファスナ

ーについて，「ＣＯＮＭＡＲ」との表示は，コンマー社及びそのファス

ナーに関する事業を引き継いだ被告を出所として表示するものであった

と認められる。 

 エ リアルマッコイズ社，原告及び原告代表者 

 (ア) リアルマッコイズ社について 

   甲７３ないし７５によれば，リアルマッコイズ社は，服飾類の卸売・小

売，玩具の製作・販売等を目的として，昭和６３年６月２２日，設立され，
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設立時の商号は「株式会社ハリオス．コー．ジヤパン」であり，平成８年

６月２２日，「株式会社ザ・リアルマッコイズ・ジャパン」に商号変更し，

同月２４日，その旨登記されたこと，Ａは，遅くとも平成７年ころからリ

アルマッコイズ社の取締役になり，代表取締役に就任した時期もあったこ

と，リアルマッコイズ社は，平成１３年７月２日，東京地方裁判所の再生

手続が開始し，平成１４年１月２４日，再生計画認可決定が確定したが，

同年８月８日解散し，同年９月１３日，再生手続が終結したこと，その後，

平成１７年１１月９日，破産手続が開始し，平成１９年３月２２日，破産

手続が終結したことが認められる。 

 (イ) 原告について 

   甲５３，甲７３によれば，原告は，人形の販売，服飾雑貨の製造等を目

的として，平成８年５月１５日設立され，設立時の商号は「有限会社トイ

ズ・マッコイ」であり，平成１４年２月１９日，現商号に変更し，同日，

その旨登記されたこと，原告は，当初は，リアルマッコイズ社の本店所在

地（東京都渋谷区代官山町７番５号）を本店所在地としていたが，平成１

４年２月１９日，本店所在地を現在の場所へ移転したこと，原告の取締役

はＡの他１名であり，原告の代表取締役はＡが務めていること，原告の代

表取締役であるＡ，原告の取締役であったＢは，いずれもリアルマッコイ

ズ社の取締役，代表取締役であったことが認められる。 

   また，乙１５の記載によれば，原告は，フライトジャケットや，ファス

ナーなどフライトジャケットの構成部材の取引を行っていることが認めら

れる。 

 (ウ) 原告代表者について 

   乙１５は，「ＴＯＹＳ ＭｃＣＯＹ PERFECT BOOK」と題する書籍（平

成１９年（２００７年）秋・冬号）の表紙及びその抜粋である（「ＴＯＹ

Ｓ ＭｃＣＯＹ」とは原告を指す。）。乙１５の表紙には，その題名の他，

「Ａの世界を徹底的に追及した一冊！」と記載され，抜粋中の「ＯＬＤ 

ＢＵＴ ＧＯＬＤ」と記載された頁には，原告代表者であるＡがフライト

ジャケット等のファンであり，多数のフライトジャケットを収集し，それ

らをもとに原告の製品が誕生することなどが記載され，収集品である多数

のフライトジャケットに囲まれたＡの写真が掲載されている。 

   原告代表者であるＡは，フライトジャケットやその構成部材であるファ

スナーについて深い知識を持ち，リアルマッコイズ社及び原告において，

中心的な立場で，フライトジャケットやその構成部材であるファスナーの

取引を行うとともに，リアルマッコイズ社とスコービル社・被告との取引，

ボタン類（ファスナーを含む）等を指定商品とする商標登録などに関与し
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ていたと推認される。 

 オ リアルマッコイズ社とスコービル社及び被告との取引 

 (ア) リアルマッコイズ社とスコービル社との取引 

  ａ 甲６３（取消理由通知に対する原告作成の意見書）及び弁論の全趣旨

によれば，リアルマッコイズ社とスコービル社との間の客観的な取引の

経過について，①リアルマッコイズ社は，平成４年末からスコービル社

との交渉を開始し，スコービル社に対し，「ＣＯＮＭＡＲ」との表示が

付されたファスナーの製造を要請したが，スコービル社は，新たに金型

を製造することは費用倒れになるとして製造依頼を拒否したこと，②リ

アルマッコイズ社は，平成５年春ころ，スコービル社のファスナーの中

にコンマー社のファスナーとスライダーの形状が近いもの（スコービル

社の№５）があるのを発見し，スコービル社に対し，スコービル社が№

５のファスナーにリアルマッコイズ社の指示どおりに「ＣＯＮＭＡＲ」

の文字を刻印して「ＣＯＮＭＡＲ」との表示を付したファスナーを製造

することを提案し，スコービル社は同提案を承諾したこと，③リアルマ

ッコイズ社は，この合意に基づいて，スコービル社に対し，「ＣＯＮＭ

ＡＲ」の文字のデザインや表示位置等を示した図面を送付し，スコービ

ル社は，それに基づいて「ＣＯＮＭＡＲ」との表示を付したファスナー

を製造し，リアルマッコイズ社に納入し，販売したこと，④平成７年の

夏，スコービル社がファスナーの製造を中止したため，リアルマッコイ

ズ社とスコービル社の取引は終了したことが認められる。 

  ｂ これに対して，原告は，スコービル社又は被告は，リアルマッコイズ

社又は原告が日本において「ＣＯＮＭＡＲ」との表示又はこれに類似す

る表示について商標登録することについて何ら異議を述べる意思がない

ことを表明していたと主張し，甲６３を提出する。 

    しかし，前記ａのとおり，リアルマッコイズ社は，スコービル社との

間で，「ＣＯＮＭＡＲ」との表示を付したファスナーの取引を行ってい

たものであり，後記(イ)のとおり，リアルマッコイズ社は，スコービル

社がファスナーの製造を中止した後も，被告と「ＣＯＮＭＡＲ」との表

示を付したファスナーの製造に関して交渉を行い，被告から購入する

「ＣＯＮＭＡＲ」との表示を付したファスナーを販売する限りにおいて

「ＣＯＮＭＡＲ」との表示を使用する非独占的な使用権を許諾され，平

成１０年から平成１２年にかけて被告と「ＣＯＮＭＡＲ」との表示を付

したファスナーの取引を行い，また，被告は，後記カのとおり，平成１

４年から平成１６年にかけて，中国の企業に「ＣＯＮＭＡＲ」との表示

を付したファスナーを販売していたものである。 
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    上記事実に照らすと，スコービル社又は被告が，リアルマッコイズ社

等による「ＣＯＮＭＡＲ」との表示の使用に対して権利行使を一切しな

いことを表明したとは認められないし，権利行使をする意思がないとも

認められない。また，スコービル社又は被告が，リアルマッコイズ社又

は原告が日本において「ＣＯＮＭＡＲ」との表示又はこれに類似する表

示について商標登録することについて何ら異議を述べる意思がないこと

を表明したとは認められない。 

 (イ) リアルマッコイズ社と被告との取引 

  ａ 被告がスコービル社との間で資産譲渡契約を締結した後の平成８年１

２月ころから，リアルマッコイズ社は，被告との間で取引を行うための

交渉を開始した（弁論の全趣旨）。 

    リアルマッコイズ社は，平成１０年には，被告との間で，「ＣＯＮＭ

ＡＲ」との表示を付した№５のファスナー（リアルマッコイズ社がスコ

ービル社から供給を受けていたのと同様のもの）について契約を締結す

るための交渉を行った（甲２４，甲５５ないし６１，乙７）。 

    その交渉の過程で被告がリアルマッコイズ社に宛てたファックス（平

成１０年５月１５日付け）には，「５月７日の貴信及び貴殿の代理人レ

ポートについて，我々は，６．１項に述べられた内容について同意しま

す。我々は６．２項に述べられた条件についても同意します。しかしな

がら，ＣＯＮＭＡＲ商標について全体的な権利を貴社に付与できない理

由は，ご承知のとおり，我々はＣＯＮＭＡＲ商標をビンテージタイプで

はなく，他のタイプのスライダーについて使用しているためです。その

ため，それらの権利を認めると貴社と混同が生じることになるでしょう。

しかし，貴社の代理人であるＤ氏が手紙中の６項で示された点は，我々

にとって同意できるものです。」と記載されていた（乙７）。 

  ｂ リアルマッコイズ社の代理人Ｄ（ニュージーランドの弁護士）が，同

社に宛てたファックスには，「案文における問題は，彼らがＣＯＮＭＡ

Ｒ商標を他のジッパーに使用しているため，貴社に全体的な権利をあげ

ることに賛成できないことだと述べている。」（「彼ら」とは被告を指し，

「貴社」とはリアルマッコイズ社を指す。），「しかし，我々は，ＣＯＮ

ＭＡＲ商標について非独占的であることを基準として，案文を作成して

いました。この意味は，アイディアルファスナー社は，ＣＯＮＭＡＲ商

標をいかなる場所でも使用できるというものでした。 

    もし，アイディアルファスナー社が非独占使用権を貴社に付与するこ

とを惜しまないのであれば，我々の前のファクシミリの６．１及び６．

２項にある我々によって提案された条文は必要ないです。」と記載され
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ていた（乙８）。 

  ｃ リアルマッコイズ社と被告は，平成１０年６月１５日，ファスナーの

スライダー金型の設計，製造等に関する契約を締結した。同契約におい

ては，リアルマッコイズ社が被告にスライダー金型の設計，工作及び製

造を委託し，被告がその金型を使用してファスナーを製造することなど

が定められた。同契約書には，「アイディアルファスナー社は，リアル

マッコイズ社に，『Ｃｏｎｍａｒ』のデザイン・標章及びロゴをスライ

ダーダイズに使用するための，非独占的で使用料の無い使用権を付与す

る。かかる使用権は，スライダーダイズの生産作業を持続するためのも

のである。アイディアルファスナー社は，かかる使用権許諾が，第三者

の知的財産権を侵害しないことを保証する。」（「４．スライダーダイズ

の管理」の項末尾）と記載されていた（乙９）。 

  ｄ 上記ａないしｃの事実によれば，リアルマッコイズ社は，被告との間

で，被告から購入する「ＣＯＮＭＡＲ」との表示を付したファスナーを

販売する限りにおいて「ＣＯＮＭＡＲ」との表示を使用する非独占的な

使用権を許諾されたものと認められる。 

  ｅ 甲２５ないし３１（被告のリアルマッコイズ社宛ての請求書），甲３

２（「ＣＯＮＭＡＲ」の表示を付したファスナーの写真）及び弁論の全

趣旨によれば，被告は，上記契約に基づき，平成１１年５月から平成１

２年６月まで，「ＣＯＮＭＡＲ」との表示を付したファスナーをリアル

マッコイズ社に販売し，納入したことが認められる。なお，甲２５ない

し３１の品名欄の「AUSTRCONO ７ B」，「AUSTIRCON７ BS」という記

載は，「ＣＯＮＭＡＲ」との表示が付されたファスナーを意味するもの

と認められる。 

 カ 被告による「ＣＯＮＭＡＲ」との文字からなる米国商標の使用 

  甲３３ないし５２（被告作成のインボイス）によれば，被告は，平成１４

年から平成１６年にかけて，中国の企業に「ＣＯＮＭＡＲ」との表示を

付したファスナーを販売していたことが認められる。 

 キ リアルマッコイズ社及び原告による商標登録 

 (ア) リアルマッコイズ社による商標登録 

   リアルマッコイズ社は，平成５年９月６日，「ＣＯＭＭＥＲ」との文字

からなる商標を，商品の区分を第２６類，指定商品を「ボタン類」等と

して出願し，平成８年４月３０日，登録（第３１５０８０９号）を受け

た（甲７６（第１商標権目録番号１２），乙２）。リアルマッコイズ社は，

平成１１年４月３０日，「ＭｃＣＯＹ ＣＯＮＭＥＲ」との文字からな

る商標を，商品の区分を第２６類，指定商品を「ボタン類」として出願
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し，平成１２年３月１７日，登録（第４３６８９８３号）を受けた（甲

７６（第１商標権目録番号２１），乙３）。リアルマッコイズ社は，これ

らの事実を被告に告げず，被告も，上記各商標の出願，登録を知らなか

った。 

 (イ) リアルマッコイズ社から原告への商標権の譲渡 

   前記(ア)の各商標については，平成１４年１２月５日，リアルマッコイ

ズ社から原告へ移転登録がされた（甲７６（第１商標権目録番号１２，

２１））。 

    前記エ(ア)のとおり，リアルマッコイズ社については，平成１７年１

１月９日，破産手続が開始された。破産手続において，リアルマッコイ

ズ社破産管財人は，平成１８年１２月２２日，原告との間で，原告が前

記(ア)の各商標の商標権者であることを認める旨の合意をした（甲７６，

６条(1)）。 

 (ウ) 原告による商標登録 

   原告は，平成１５年６月３０日，本件商標を出願し，平成１６年２月２

０日，登録を受けた。原告は，平成１５年７月４日，「コンマー」及び

「ＣＯＮＭＡＲ」の文字を上下二段に横書きしてなる商標を，商品の区

分を第２６類，指定商品を「ボタン類」として出願し，平成１６年５月

２８日，登録（第４７７４９５１号）を受けた（弁論の全趣旨）。原告

は，平成１５年７月４日，「ＭｃＣＯＹ ＣＯＮＭＡＲ」との文字から

なる商標を，商品の区分を第２６類，指定商品を「ボタン類」として出

願し，平成１６年３月２６日，登録（第４７５９３１８号）を受けた

（乙１１）。原告は，上記の事実を被告に告げず，被告も，上記各商標

の出願，登録を知らなかった。 

 (エ) 登録異議 

   「コンマー」及び「ＣＯＮＭＡＲ」の文字を上下二段に横書きしてなる

商標（商標登録第４７７４９５１号）の商標登録に対しては，平成１６

年８月３１日，登録異議の申立てがあったが，平成１７年１０月３１日，

商標登録を維持する旨の異議決定がされた（甲６２，６３，弁論の全趣

旨）。また，本件商標の商標登録に対しては，平成１６年５月２５日，

登録異議の申立てがあったが，平成１７年９月２１日，商標登録を維持

する旨の異議決定がされた（甲６４，弁論の全趣旨）。 

 (オ) 「ＣＯＮＭＡＲ」との表示との類似性等 

   本件商標と「ＣＯＮＭＡＲ」との表示を対比すると，両者は，コンマー

との共通の称呼が生じ，本件商標の英文字部分の「ＣＯＮＭＥＲ」につい

て，その部分の第５字目が「Ｅ」か「Ａ」かの点で異なるのみで外観が類
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似するから，両者は類似する。 

   その他の商標について，①商標登録（第３１５０８０９号）に係る商標

「ＣＯＭＭＥＲ」（前記(ア)）と「ＣＯＮＭＡＲ」との表示とを対比する

と，両者は，コンマーとの共通の称呼が生じ，第３字目が「Ｍ」か「Ｎ」

か，第５字目が「Ｅ」か「Ａ」かの点で異なるのみで外観が類似するから，

両者は類似する。②商標登録（第４３６８９８３号）に係る商標「ＭｃＣ

ＯＹ ＣＯＮＭＥＲ」（前記(ア)）と「ＣＯＮＭＡＲ」との表示を対比す

ると，「ＣＯＮＭＥＲ」との構成部分について，両者ともコンマーとの共

通する称呼が生じ，第５字目が「Ｅ」か「Ａ」かの点で異なるのみで，当

該部分の外観が類似する。③商標登録（第４７７４９５１号）に係る「コ

ンマー」及び「ＣＯＮＭＡＲ」の文字を上下二段に横書きしてなる商標

（前記(ウ)）と「ＣＯＮＭＡＲ」との表示とを対比すると，両者は，コン

マーとの共通の称呼が生じ，英文字部分の「ＣＯＮＭＡＲ」が共通するか

ら，両者は類似する。④商標登録（第４７５９３１８号）に係る商標「Ｍ

ｃＣＯＹ ＣＯＮＭＡＲ」（前記(ウ)）と「ＣＯＮＭＡＲ」との表示とを

対比すると，「ＣＯＮＭＡＲ」との構成部分について，両者ともコンマー

との共通する称呼が生じ，当該部分の外観が共通する。 

   以上のとおり，リアルマッコイズ社が登録を受けて原告に移転登録され

た商標及び原告が登録を受けた商標は，いずれも「ＣＯＮＭＡＲ」との表

示と類似し，又は共通する部分を含むものである。 

(2) 各無効事由の存否について 

 以上の事実を前提として，本件商標が，法４条１項１０号，１５号，１９号

に該当するか否かについて検討する。 

 ア 「ＣＯＮＭＡＲ」との表示は，遅くとも日本においてフライトジャケッ

トの市場が成立していた平成８年から現在に至るまで，コンマー社及びそ

のファスナーに関する事業を引き継いだ者（現在は，被告である。）のフ

ァスナーを表示するものとして，これらのファスナーの需要者であるフラ

イトジャケットの取引業者や愛好家の間で広く知られているから，他人の

業務に係る商品（ファスナー）を表示するものとして需要者の間に広く認

識されている商標に該当するものと認められる。本件商標は，「ＣＯＮＭ

ＡＲ」との表示に類似する商標である。また，ファスナーは，本件商標の

指定商品は「ボタン類」の範囲に含まれ，原告が，フライトジャケットや，

ファスナーなどフライトジャケットの構成部材の取引を行っていることか

ら，本件商標は，フライトジャケット又はその他の衣類のファスナーに使

用されるものと推認される。そうすると，本件商標は，他人の業務に係る

商品（ファスナー）を表示するものとして需要者の間に広く認識されてい
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る商標に類似する商標であって，その商品（ファスナー）に使用をするも

のに該当すると認められる。したがって，本件商標には，法４条１項１０

号の無効事由があると認められる。 

 イ また，本件商標は，「ＣＯＮＭＡＲ」との表示に類似する商標であり，

「ＣＯＮＭＡＲ」との表示が使用されているのと同一商品（ファスナー）

に使用されるから，本件商標は，他人の業務に係る商品と混同を生ずるお

それのある商標に該当すると認められる。 

   したがって，仮に本件商標に法４条１項１０号の無効事由がないとして

も，本件商標には，法４条１項１５号の無効事由があると認められる。 

 ウ さらに，本件商標は，他人の業務に係る商品（ファスナー）を表示する

ものとして日本国内及び米国において需要者の間に広く認識されている商

標と類似の商標であると認められる。そして，前記(1)の認定事実中，①

原告代表者のＡは，フライトジャケットやその構成部材であるファスナー

について深い知識を有しており，リアルマッコイズ社及び原告において，

中心的な立場で，フライトジャケットやファスナーの取引を行うとともに，

ボタン類（ファスナーを含む）等を指定商品とする商標登録（本件商標を

含む。）を行っていたこと（前記(1)エ(ウ)），②リアルマッコイズ社は，

スコービル社及び被告と「ＣＯＮＭＡＲ」の表示が付されたファスナーの

取引をし，被告により，被告から購入する「ＣＯＮＭＡＲ」との表示を付

したファスナーを販売する限りにおいて「ＣＯＮＭＡＲ」との表示を使用

する非独占的な使用権を許諾されていたこと（前記(1)オ），③リアルマッ

コイズ社が登録を受けて原告に移転登録された商標及び原告が登録を受け

た商標（本件商標を含む。）は，「ＣＯＮＭＡＲ」との表示と類似し又は共

通する部分を含むものであること（前記(1)キ）を総合考慮すると，原告

は，「ＣＯＮＭＡＲ」との表示がコンマー社及びそのファスナーに関する

事業を引き継いだ被告のファスナーの表示として需要者の間で広く認識さ

れていることを知りながら，その表示と類似する本件商標の登録を得てこ

れを使用するものであり，本件商標は，原告が，不正の利益を得る目的，

他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用をするものであ

ると認められる。 

   したがって，仮に本件商標に法４条１項の１号から１８号までの各号に

掲げる無効事由がないとしても，本件商標には，法４条１項１９号の無効

事由があると認められる。 

 

〔論  説〕 

１．この欄で毎月１回書くことの楽しみは、いろいろな知財裁判の判決文を読
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んでいて感動する判決に出会い、それを紹介することである。中には、感動ど

ころか、事実関係をよく理解せず認定している反感を覚える判決に出会うこと

がある。そのような判決は、裁判官の異動後に知財法の知識や経験の少ない陪

席判事が担当しているような場合に多いようである。 

 その中で、９月１７日号に紹介した事件や今回紹介する事件は、判決は長文

であるけれども、研究者をして「うーん」とうならせる感動の判決である。だ

から読者の皆さんも、そのような判決文はぜひ一読していただきたい。 

 

２．さて、今回紹介する判決を最初に一言でいえば、「これはすごい判決だ」

ということである。即ち、この知財高裁の判断部分は、１３ページから始まり

３８ページまで続いているが、判決の主文に関する理由は、このうちの１９ペ

ージで終り、その後の全部は「付加的判断」で占められている。そして、この

判断こそが、審決に対する取消訴訟の真骨頂を示している。即ち、この事案は

当事者系ではあるが、ホコ先は特許庁審判部に向けられているのである。 

 審決は、被告（請求人）が原告（被請求人）の登録商標に対して無効と主張

した商標法４条１項７号，１０号，１５号又は１９号に該当するとの事由のう

ち、７号に該当することをもって登録無効とした。しかし、これはピント外れ

の誤断と評価されたのである。 

 これに対し高裁判決は、最後に、「仮に本件商標に法４条１項の１号から１

８号までの各号に掲げる無効事由がないとしても、本件商標には、法４条１項

１９号の無効事由があると認められる。」と判示したのである。ただこれは、

あくまでも「本件紛争のすみやかな解決に資するため」の付加的な判断、即ち

差戻される特許庁審判において次の判断を待ったなしでするためのサービス行

為である。行政訴訟とはいえ、高裁は、ここまで紛争解決の促進を考慮して、

特許庁に対し正確な示唆を与えているのである。しかも、結論だけではなく詳

細な事実の解析による理由を説示しているから、審判部としてはこれをそのま

ま採用してよいのである。 

 これが、もしも被告（請求人）が本件商標に対する登録無効事由として商標

法４条１項７号のみの主張をしていたのであれば、特許庁へ差戻されても、審

判部としては「請求不成立」の審決だけをして終結すればよいから、その後の

ことは、専ら請求人次第となる。 

 したがって、この高裁判決は、無効審判を請求する者は登録商標に対するあ

らゆる無効事由の可能性を探って主張しておくことの必要性を教えてくれた判

決といえ、被告（請求人）は正にそのとおりの主張をしたのである。 

 

３．そこで、ここでは折角であるから、法４条１項７号にいう「公序良俗違
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反」の登録商標とは、どのような範囲における商標の場合をいうのかについて、

高裁判決が説示しているところを整理しておくことにする。 

 判決は、７号に該当する商標としては、 

 (1) 商標を構成する「標章」自体が公序良俗違反の場合（商標の構成に着

目）、 

 (2) 商標登録を受けるべきでない者からの出願について、権利を付与しな

いことを目的として適用される場合（主体に着目）、 

があると分析している。 

 このうち後者の場合については、例えば外国で周知著名となった商標につい

て、その商標の付された商品主体とはおよそ関係のない第三者がわが国に無断

で商標登録した場合、何人も自由に使用できる公有状態となり、特定人に独占

させることが好ましくない商標を特定人が商標登録した場合は、社会通念に照

らし著しく妥当性を欠き、国家・社会の利益、即ち公益を害すると評価し得る

場合もあり得る。 

 しかし、商標法は、出願商標については、特定の権利利益を有する者との関

係ごとに、類型に分けて、法４条１項各号で個別的かつ具体的に規定している

のだから、出願が商標登録を受けるべきでない者からされたか否かは、特段の

事情がない限り、当該各号の該当性の有無によって判断されるべきである。少

なくとも、８号、１０号、１５号、１９号の規定への該当性と密接不可分とさ

れる事情については、専らこれらの条項への該当性の有無によって判断すべき

である。 

 また、法４条１項１９号が新設された趣旨は、国際調和や不正目的に基づく

商標出願を排除する目的で設けられたことに照らすと、この趣旨から離れて、

７号規定を私的領域にまで拡大解釈することは、商標登録の適格性に関する予

測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになるので、「特段の事情のある

例外的な場合以外は、許るされないというべきである。」 

 ここに「特段の事情」とは、出願人と本来商標登録を受けるべきと主張する

者との関係のある場合であるが、これはあくまでも当事者同士の私的な問題と

して解決すべきであり、このような場合にまで公序良俗を害する特段の事情が

ある例外的な場合と解するのは妥当ではない。 

 判決は、本法４条１項の規定についてこのような説示を与えた後、審決の判

断理由を検討し、本件は本来、私人間の紛争であって、一般国民に影響を与え

る公益とは関係のない事項であるから、これを公益ととらえて７号を理由に登

録無効の判断をした審決は誤りであると判断した。妥当である。 

 

４．これまでに商標法４条１項１９号が適用された事案としては、原告（被請
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求人）の出願した登録商標第４１００２０３号「Ｍａｎｈａｔｔａｎ Ｐａｓ

ｓａｇｅ＋図形」が、被告（請求人）の長年の使用商標である「Ｍａｎｈａｔ

ｔａｎ Ｐｏｒｔａｇｅ＋図形」を、不正の目的をもって登録したとの請求人

による特許庁審判における主張が認められて登録無効とした審決を、妥当と判

断した東京高判平成１５年１１月２０日（請求棄却）がある２）。 

 この事件は、取引関係にあった原告と被告間にあって、被告から取引中止の

通告を受けた原告が、被告に無断でわが国特許庁に商標登録をしたことが事の

発端となった。原告（本件商標権者）は、被告の引用商標の周知性を十分認識

していたし、それを無断で商標登録したことには不正の目的があった、と認定

されてもやむを得ないといえるから、審決及び判決の判断は、妥当である。 

 また、「ラクダ」の図形＋「ＩＮＣＡ ＣＡＭＥＬ」の英文字から成る登録

商標第４３３２０９４号に対する登録無効審決の取消請求事件において、知財

高判（３部）平成２０年９月３０日は、「本件商標の出願時及び登録査定時に

おいて，『本件引用商標９及び１１』は，米国及び日本において需要者の間に

被告らの業務に係る商品又は役務を表示するものとして広く認識されていたと

ころ，本件商標は，『本件引用商標９及び１１』と類似の商標であって，かつ，

原告は，『本件引用商標９及び１１』の有する信用又は名声に便乗する不正の

目的をもって本件商標の使用をするものであると認めることができるから，本

件商標は，商標法４条１項１９号に該当する。」と認定し、審決を妥当とし、

請求棄却の判決をしている３）。 

 

 １）ここで「コンマー」と称呼する本件商標の正確なスペルは「ＣＯＮＭＡＲ」であったの

だが、これを出願人は故意か過失か不明なるも、「ＣＯＮＭＥＲ」と書して出願した。 

 

 ２）この判決事件を扱った文献としては、中吉徹郎「不正の目的をもって使用する商標」別

冊ジュリスト№１８８ ３０頁がある。 

 

 ３）Ｇ－７０参照 

 

〔牛木 理一〕 
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